
　町は降雪時、皆さんの通勤や通学に備えて、早朝から
除雪作業を行います。作業を速やかに行うため、ご協力
をお願いします。
 問い合わせ 
▼除雪についての要望　各コミュニティ会長へ
▼除雪区域や雪置き場　道路住宅課（019-611-2633）

　路上駐車・はみ出し駐車により除雪車が通れない場合は
除雪できないか、後回しになることがあります。また、車両
乗り入れ用のブロックなども除雪の妨げにならないよう、
あらかじめ撤去をお願いします。

 雪置き場  雪置き場 
●排雪には「雪置き場」マーク（左画
像）がある各コミュニティの公園をご
利用ください。
●公園への大型ダンプ乗り入れでの排
雪は禁止しています。
大型ダンプで排雪する場合は、右の町
指定雪捨て場をご利用ください。

　冬は雪や凍結などにより、道路に穴が空きやすくなり
ます。道路の穴ぼこを見つけた場合は、4㌻に掲載して
いる町住民総合ポータルアプリ「やはナビ！」から、町
へ通報できますので、ぜひご利用ください。

町指定の雪捨て場町指定の雪捨て場

 路上駐車・はみ出し駐車をしない  路上駐車・はみ出し駐車をしない 

冬は道路に穴ぼこができやすい冬は道路に穴ぼこができやすい

　除雪車が通った後に雪の山が残ってしまう場合があり
ますが、各ご家庭前の雪まで取り除くことは困難なため、
皆さんのご協力をお願いします。

 自宅前の雪かきは各家庭でお願いします  自宅前の雪かきは各家庭でお願いします 

　宅地から歩道・車道にはみ出した木の枝や垣根などは
除雪作業の妨げになり、通行者にとっても危険なため、
各ご家庭で伐採してください。

道路にはみ出た木の枝は各家庭で伐採を 道路にはみ出た木の枝は各家庭で伐採を 

　除雪作業は朝の通勤・通学に間に合うよう、主に交通
量の少ない夜間や早朝に行います。作業中は騒音・振動
などでご迷惑をお掛けしますが、作業へのご理解をお願
いします。

深夜・早朝作業にご理解ください深夜・早朝作業にご理解ください

　除雪した道路に再び雪が押し戻されていることがあり
ますが、事故や渋滞の原因となるため大変危険です。除
雪後の道路に雪を出さないでください。

 道路への雪出しは事故のもと！  道路への雪出しは事故のもと！ 

雪置場
・雪置き場としてご利用ください。
・雪以外の物は置かないで下さい。

連絡先：道路住宅課地域整備係

☎ 611-2632/2633
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